
ホテル・旅館等建築物の耐震化の促進に関する意見書 
 

 東日本大震災後、建築物の地震に対する安全性の向上を一層推進する機運が高
まり、平成 25 年５月 29 日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改
正する法律」が公布され、同年 11 月 25 日に施行された。今回の改正では、南海
トラフの巨大地震や首都圏直下地震等の大規模地震の発生に備え、建築物の地震
に対する安全性の向上を一層推進するため、特にホテル・旅館、病院、店舗等の
不特定多数の者が利用する建築物等で、地震に対する安全性を緊急に確かめる必
要がある大規模なものについては、建築物の耐震診断を実施し、その結果を平成
27 年末までに所管行政庁に報告することが義務付けられた。 
 国策として観光立国が推進されているが、ホテル・旅館等の経営環境は依然と
して厳しい状況が続いており、多額の費用を要する建築物の耐震化に対しては、
事業者や地方公共団体等に対する国の一層の支援が必要不可欠である。また、こ
れらの耐震化を円滑に推進するに当たっては、当該建築物の所有者はもとより、
広く国民に対して当該改正法の内容の周知と理解の促進を図ることが重要である。 

よって、国においては、ホテル・旅館等の建築物の耐震化を円滑に推進するた
め、下記の事項を実現されるよう強く要望する。 
 

記 
 

１ 建築物の耐震化を促進するため、国の責任において耐震診断及び耐震改修に
係る建築物所有者及び地方公共団体の負担軽減に資する支援施策の充実を図る
こと。 

２ 耐震診断結果の公表時期、耐震性が確保されている旨の表示制度については、
当該建築物所有者の実情等を十分に考慮すること。 

３ 東日本大震災の際にホテル・旅館等で多数の被災者を長期間に渡り引き受け
た実績に鑑み、同様の大規模災害が発生した際に、長期避難者の受入先として
ホテル・旅館等を指定する制度を創設するとともに、指定されたホテル・旅館
等の耐震診断及び耐震改修に係る支援を行うこと。 
 

 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 
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